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保育所等待機児童数調査（令和３年４月１日）に係る 

資料の修正について 

 

 

 厚生労働省において令和３年８月 27日（金）に公表した保育所等待機児童数調査（令和

３年４月１日）に係る資料について、一部の数字に訂正が生じたことから、別添「正誤表」

のとおり資料を修正いたしましたので公表します。 

 

【修正の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

※ 待機児童数に変更が生じるものではありません。 

 
企業主導型保育事業（内閣府所管事業）の令和２年度助成決定数の集計に誤りがあ

り、当該集計に基づく数字を訂正するもの。 

※ 99,158人（定員）から101,028人（定員）に訂正。 

※ 上記の訂正については、企業主導型保育事業の実施機関である公益財団法人児童育成協会のホ

ームページにおいて公表済み。 

令和３年 10月 11日 

【照会先】 

子ども家庭局 保育課 

課 長 補 佐 西浦 啓子（内線 4833） 

待機児童対策係長 野田 優也（内線 4840） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2542 
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○「子育て安心プラン」「新子育て安心プラン」集計結果
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「子育て安心プラン」及び 

「新子育て安心プラン」集計結果を公表します 

 
 

厚生労働省では、このほど「子育て安心プラン」及び「新子育て安心プラ

ン」に基づく自治体の取組状況を取りまとめましたので、公表します。 

 

「子育て安心プラン」は、2018～2020（平成30～令和２）年度までの３か

年計画であり、待機児童解消を図り、女性の就業率８割に対応できるよう、

自治体が行う保育の受け皿整備の取組みを支援してまいりました。 

今回は、３か年計画の実績を取りまとめたものです。 

 

３か年の保育の受け皿拡大量は、新型コロナウイルス感染症の影響や、足

元の待機児童の状況を踏まえた整備のとりやめ等があったことなどもあり、

市区町村分で約21.0万人分、企業主導型保育事業で約4.9万人分の合計約25.9

万人となりました。 

 

 また、「新子育て安心プラン」は、2021～2024（令和３～６）年度までの４

か年計画であり、第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏

まえ、女性の就業率の上昇（令和７年の政府目標：82％）に対応するため、

2024（令和６）年度末までに約14万人分の保育の受け皿を確保することとし

ています。 

 今回は、４か年計画の見込みを取りまとめたものです。 

 

 新子育て安心プランの実施方針に基づく各市区町村の「新子育て安心プラ

ン実施計画」の集計を行ったところ、現時点で2024年度末までに、約14.2万

人分の保育の受け皿を拡大する見込みとなっています。 

 

待機児童を解消するためには、市区町村において、「保育コンシェルジュ」

などを活用しながら、潜在的ニーズも含めた保育の利用意向を適切に把握し、

それを反映した受け皿整備を進めることが重要です。 

国としても、毎年度、直近の待機児童の状況等を踏まえつつ、潜在的ニー  

令和３年８月27日 

【照会先】 

子ども家庭局 保育課 

課 長 補 佐 西浦 啓子（内線4833） 

待機児童対策係長 野田 優也（内線4840） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2542 
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「子育て安心プラン」及び 

「新子育て安心プラン」集計結果を公表します 

 
 

厚生労働省では、このほど「子育て安心プラン」及び「新子育て安心プラ

ン」に基づく自治体の取組状況を取りまとめましたので、公表します。 

 

「子育て安心プラン」は、2018～2020（平成30～令和２）年度までの３か

年計画であり、待機児童解消を図り、女性の就業率８割に対応できるよう、

自治体が行う保育の受け皿整備の取組みを支援してまいりました。 

今回は、３か年計画の実績を取りまとめたものです。 

 

３か年の保育の受け皿拡大量は、新型コロナウイルス感染症の影響や、足

元の待機児童の状況を踏まえた整備のとりやめ等があったことなどもあり、

市区町村分で約21.0万人分、企業主導型保育事業で約5.1万人分の合計約26.1

万人となりました。 

 

 また、「新子育て安心プラン」は、2021～2024（令和３～６）年度までの４

か年計画であり、第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏

まえ、女性の就業率の上昇（令和７年の政府目標：82％）に対応するため、

2024（令和６）年度末までに約14万人分の保育の受け皿を確保することとし

ています。 

 今回は、４か年計画の見込みを取りまとめたものです。 

 

 新子育て安心プランの実施方針に基づく各市区町村の「新子育て安心プラ

ン実施計画」の集計を行ったところ、現時点で2024年度末までに、約14.2万

人分の保育の受け皿を拡大する見込みとなっています。 

 

待機児童を解消するためには、市区町村において、「保育コンシェルジュ」

などを活用しながら、潜在的ニーズも含めた保育の利用意向を適切に把握し、

それを反映した受け皿整備を進めることが重要です。 

国としても、毎年度、直近の待機児童の状況等を踏まえつつ、潜在的ニー  

令和３年８月27日 

【照会先】 

子ども家庭局 保育課 

課 長 補 佐 西浦 啓子（内線4833） 

待機児童対策係長 野田 優也（内線4840） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2542 

 

5



（別添）正誤表

正 誤

3 3

１．子育て安心プランによる保育の受け皿拡大量（実績） 

 

 
 

＊1 子育て安心プラン公表時（平成29年６月）の見込みとの差分（8,069人）を含む。 

＊2 平成29年度末までの子育て安心プランの前倒し分（9,703人）を含む。 

＊3 令和元年度については、新規募集を行わなかった一方、定員の増加や助成決定の取消し等が行われた施設がある。 

＊4 令和２年度新規募集結果を受けた整備予定分（令和２年度末時点）を含めると、17,078人となり、３か年合計は53,773人。 
 
○ 子育て安心プランによる2018（平成30）年度から2020（令和２）年度ま

での３か年の保育の受け皿拡大量は、約25.9万人。 

 

 

２．2020（令和２）年度の保育の受け皿拡大量 

 

 
注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、令和３年３月31日時点における令和２年度の拡大量見込み。 

 

○ 2020（令和２）年度の保育の受け皿拡大量は、市区町村分で約4.6万人

分、企業主導型保育事業で約1.2万人分拡大。 

 

 

３．2021（令和３）年４月１日の保育の受け皿 

 
 注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、令和３年３月31日時点における令和３年４月１日の受け皿見込み。 

 
○ 2021（令和３）年４月１日時点の保育の受け皿は約319.4万人分となり、

昨年から、約5.8万人分拡大。 

　　（※）企業主導型保育事業における約６万
　　人との差分については、令和３年度におい
　　て新規募集等を実施。

259,193人 約32万人

企 業 主 導 型
保 育 拡 大 量 　49,158人＊4 約６万人 36,354人＊2 　341人＊3 　12,463人＊4

121,977人 78,835人 58,381人

市区町村拡大量  85,623人＊1 78,494人 45,918人 210,035人 約26万人

2018年度
（平成30年度）

2019年度
（令和元年度）

2020年度
（令和２年度）

３か年合計
（参考）

子育て安心プラン（平成29年
６月公表）

単位（人） 

単位（人） 

１．子育て安心プランによる保育の受け皿拡大量（実績） 

 

 
 

＊1 子育て安心プラン公表時（平成29年６月）の見込みとの差分（8,069人）を含む。 

＊2 平成29年度末までの子育て安心プランの前倒し分（9,703人）を含む。 

＊3 令和元年度については、新規募集を行わなかった一方、定員の増加や助成決定の取消し等が行われた施設がある。 

＊4 令和２年度新規募集結果を受けた整備予定分（令和２年度末時点）を含めると、18,948人となり、３か年合計は55,643人。 
 
○ 子育て安心プランによる2018（平成30）年度から2020（令和２）年度ま

での３か年の保育の受け皿拡大量は、約26.1万人。 

 

 

２．2020（令和２）年度の保育の受け皿拡大量 

 

 
注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、令和３年３月31日時点における令和２年度の拡大量見込み。 

 

○ 2020（令和２）年度の保育の受け皿拡大量は、市区町村分で約4.6万人

分、企業主導型保育事業で約1.4万人分拡大。 

 

 

３．2021（令和３）年４月１日の保育の受け皿 

 
 注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、令和３年３月31日時点における令和３年４月１日の受け皿見込み。 

 
○ 2021（令和３）年４月１日時点の保育の受け皿は約319.5万人分となり、

昨年から、約6.0万人分拡大。 

市区町村拡大量  85,623人＊1 78,494人 45,918人 210,035人

2018年度
（平成30年度）

2019年度
（令和元年度）

2020年度
（令和２年度）

３か年合計

261,063人

企 業 主 導 型
保 育 拡 大 量 　51,028人＊4 36,354人＊2 　341人＊3 　14,333人＊4

121,977人 78,835人 60,251人

単位（人） 

単位（人） 
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